
大規模災害発生 

板橋区議会災害対策会議 

◆構成員＝全議員 
◆議会の役割 
  ・議員の安否確認 
  ・議員及び区本部からの情報収集 
  ・議員及び区本部への情報提供 

  ・必要に応じて議員の招集 
  ・区本部に優先順位を付しての要望、提言等 

板橋区災害対策本部 

  ・自らの安否、所在地等の報告 

  ・参集指示あるまで、地域の救援活動に従事 
  ・地域の災害情報等の収集及び報告 
  ・議会災害対策会議から得た情報を区民に伝達 
  ・連絡態勢の確保 
  ※その他、日頃から災害対応に関する知識の習得、災害 

   に備えた準備及び訓練に努める。 

※災害の規模等に応じて設置 ※区本部が設置された場合に設置 
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議員は、まず自身及び家族等の安全確保に努める。 
その後、①地域の救援活動に参加、②情報の収集、③連絡態勢の確保に努める。 

◆区本部の役割 
  ・職員の動員 
  ・関係機関との連携、調整 
  ・対処方針の決定及び実施 
  ・部内各課の役割分担の確認 
  ・被害状況の把握 
  ・広報活動 

  ・関係部局及び危機管理室との連携等 

板橋区議会 災害発生時の議会・議員の対応フロー 

 ※緊急の場合を除き、 
  会派及び議員からの区本部への要望や提言は、 
  議会災害対策会議を窓口として行う。 

各議員の役割 



区議会災害対策会議 行動フロー 

区災害対策本部 

議長 議員 

区議会災害対策会議 

情報を集約し、協議のうえ 
優先順位を付した要望リストを作成 

要望リストを区本部に提出 対応方法の検討・決定 

安否確認の実施 安否の報告 

情報を区民に伝達 情報の集約・発信 

必要に応じ、議員を招集 参集 

区本部の解散 議会災害対策会議の解散 通常時の議会・議員活動に移行 

区本部の設置 議会災害対策会議の設置 

決定内容の発信 決定内容を区民に伝達 


